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１
９
９
０
年
代
か
ら
非
正
規
労

働
者
が
増
え
、
所
得
格
差
が
拡

大
し
貧
困
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

厚
労
省
の
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」

で
は
、
一
世
帯
の
平
均
所
得
１
９
９
４

年
を
ピ
ー
ク
に
約
１
０
０
万
円
も
減
少

し
、
低
賃
金
の
非
正
規
雇
用
の
増
加
が

大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
役
場
で

も
現
在
、
非
正
規
職
員
が
正
職
員
を
大

き
く
超
え
て
い
る
。
２
０
２
０
年
か
ら

非
正
規
職
員
は
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」

と
な
り
、
期
末
手
当
や
退
職
金
の
支
給

対
象
と
さ
れ
た
が
、
抜
本
的
な
改
善
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
制
度
の
改
善
に
む

け
、
以
下
に
つ
い
て
伺
う
。

⑴
臨
時
的
な
仕
事
を
除
き
常
勤
職
員
を

配
置
す
べ
き
と
思
う
が
町
の
認
識
は
。

⑵
雇
用
期
間
は
１
年
以
内
と
な
っ
て
い

る
が
現
状
は
。

⑶
民
間
で
始
ま
っ
て
い
る
「
無
期
転
換

制
度
」
へ
の
転
換
等
、
任
用
期
間
の
上

限
を
な
く
す
べ
き
で
あ
る
が
ど
う
か
。

⑷
30
分
の
勤
務
時
間
の
違
い
で
フ
ル
タ

イ
ム
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
分
け
ら
れ
処

遇
に
差
が
あ
る
。
職
種
ご
と
の
職
員
数

と
年
収
、
パ
ー
ト
希
望
者
を
除
い
て
フ

ル
タ
イ
ム
に
移
行
す
べ
き
で
あ
る
が
ど

う
か
。

⑸
女
性
職
員
の
割
合
が
86
・
６
％
と
高

く
、
貧
困
を
生
み
出
し
て
い
る
が
、
大

幅
な
賃
金
引
き
上
げ
と
処
遇
改
善
に
努

め
る
べ
き
で
あ
る
が
ど
う
か
。

⑹
非
正
規
職
員
の
声
を
聴
く
機
会
と
し

て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
改
善
を
。

 

町　

長 

⑴
総
務
省
か
ら
示
さ
れ
た
「
会
計
年
度

任
用
職
員
制
度
の
導
入
等
に
向
け
た
事

務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
準
拠
し
、
進

め
て
お
り
、
各
業
務
に
お
け
る
質
や
量
、

責
任
の
程
度
を
勘
案
し
、
住
民
ニ
ー
ズ

に
答
え
る
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
提
供
す
る
た
め

に
必
要
な
職
員
数
に
つ
い
て
総
合
的
に

判
断
し
、
適
切
な
配
置
に
努
め
て
い
る
。

⑵
総
務
省
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
、
会

計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
を
一
会
計
年

度
内
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
募
集
・
任

用
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
務
員
法
に

年
齢
や
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な

機
会
を
与
え
、
で
き
る
限
り
公
募
に
よ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
事

か
ら
、
町
と
し
て
は
、
任
用
の
回
数
に

こ
だ
わ
ら
ず
、
毎
年
、
公
募
に
よ
り
面

接
を
実
施
の
上
、
任
用
の
決
定
を
行
っ

て
い
る
。

⑶
無
期
転
換
制
度
に
つ
い
て
は
、
公
務

員
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
が
常
勤
職
員

と
し
て
採
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
競
争

試
験
に
よ
る
採
用
が
原
則
と
さ
れ
、
常

勤
職
員
と
し
て
の
能
力
実
証
を
改
め
て

行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
労
働
契
約
法

に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
お
よ
び
地
方

公
務
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
除
外
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
会
計
年
度
任
用
職

員
の
任
用
期
間
に
つ
い
て
は
、
地
方
公

務
員
法
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
採
用
の

日
か
ら
同
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末

日
ま
で
の
期
間
の
範
囲
内
と
さ
れ
て
い

る
。

⑷
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
創
設
時

に
全
て
の
業
務
内
容
を
精
査
し
、
各
業

務
に
お
い
て
必
要
と
な
る
時
間
を
判
断

し
た
上
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
と
パ
ー
ト
タ

イ
ム
を
整
理
し
た
の
で
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
職
員
の
希
望
の
有
無
で
フ
ル
タ
イ
ム

へ
移
行
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

（
職
種
ご
と
の
年
収
は
下
段
表
の
と
お
り
。）

⑸
給
与
の
決
定
に
お
い
て
は
、
業
務
の

内
容
、
責
任
の
程
度
を
勘
案
し
、
給
料

の
１
時
間
当
た
り
の
単
価
と
年
収
額
が

制
度
移
行
前
の
水
準
を
下
回
る
こ
と
の

な
い
よ
う
制
度
設
計
を
行
っ
て
い
る
。　

　

給
料
表
は
、
国
の
行
政
職
俸
給
表
を

基
本
と
し
て
お
り
、
人
事
院
勧
告
に
よ

り
俸
給
表
の
改
定
と
な
っ
た
際
に
は
、

職
員
に
準
じ
て
改
正
し
て
い
る
。
ま
た
、

産
前
産
後
休
暇
や
配
偶
者
出
産
休
暇
な

ど
新
た
な
休
暇
制
度
の
創
設
や
共
済
保

険
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
等

処
遇
改
善
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⑹
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、
募
集
時
及

び
任
用
時
に
必
要
な
説
明
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
任
用
後
に
お
い
て
は
、
所

属
長
を
中
心
に
対
話
を
通
じ
て
意
思
疎

通
を
図
り
な
が
ら
、
日
常
業
務
に
関
す

る
苦
情
や
要
望
な
ど
を
把
握
し
て
い
る

ほ
か
、
総
務
課
が
相
談
窓
口
と
な
っ
て

対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
、

改
め
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
は
考

え
て
い
な
い
。

問

職種ごとの年収の実態

2023.6 月号

中橋友子 議員
（日本共産党
幕別町議員団）

答問
円
滑
な
公
務
運
営
の
観
点
か
ら
制
度
の
適
正
な
運

用
に
努
め
る

会
計
年
度
任
用
職
員
が
希
望
を
持
っ
て
働
け
る
よ

う
、
低
賃
金
な
ど
の
改
善
を

フルタイム　81 人 年　　収

保育士（有資格者） 2,115,733 円～ 2,519,599 円

図書館司書（有資格者） 2,393,280 円

給食調理員 2,707,200 円～ 2,807,200 円

介護支援専門員 3,192,479 円

パートタイム　277 人 年　　収

事務補助員 1,710,140 円～ 2,136,750 円

特別支援教育支援員 1,721,363 円～ 1,825,602 円

消費生活相談員
（有資格者）

2,295,428 円～ 2,308,178 円

介護認定調査員 2,360,980 円～ 2,383,027 円


